
認可保育施設紙おむつ等納入業務委託仕様書 

 

１ 事業名 

 保育園等おむつ無償化事業 

 

２ 事業概要 

仙北市立保育園及び認定こども園（以下、「保育園等」という。）に入園している園児（以下、「園児」

という。）が保育園等で使用する紙おむつ及びおしりふき（以下、「紙おむつ等」という。）を定額利用

できるものとし、利用を希望する園児が在籍する保育園等で実施する。 

 

３ 対象園児 

０歳児、１歳児、２歳児クラスに在籍する園児 

ただし、本市の判断でそれ以上のクラスの園児へも対象を拡大することができる。 

 

４ 契約期間 

契約締結日から令和 9年３月３１日まで 

 

５ 実施場所 

下記「実施施設一覧」のとおり。 

なお、実施期間中に保育園等の所在地の変更等があった場合、実施場所の変更を行うことがある。 

 

６ 事業内容 

提供事業者（以下、「事業者」という。）は、以下のサービスの提供を行う。 

 

（１）サービスの利用に関する契約及び契約期間 

契約は、仙北市と事業者で直接契約を行う。  

 

（2）紙おむつ等の提供 

事業者は、保育園等で使用する紙おむつ等について、数量の上限を設けず提供を行うと共に、

１箱配送を可能とすること。 

 

原則、発注から２営業日（土日祝日を除く。）後の納品を可能とすること。また、同月における児

童園児の異動（増減）に対応し、月途中からのサービス利用を可能とすること。併せて市内保育園

等間の異動において二重に請求が発生しないこと。 

 

在庫管理は、各保育園等に一任し、現場負担軽減の観点より、各保育園等から事業者へ在庫管

理の報告等求めないこと。また、おむつのサイズの管理についても保育園等に一任とし、事業者へ

のサイズ報告を求めないこと。 

 

サービスの導入は 1施設につき、利用希望者 1人以上の場合に実施すること。 

 

  



（3）紙おむつ等の納品 

保育園等からの発注を受け、サービスに係る紙おむつ等を保育園等が指定する場所に直接納

品する。なお、納品する日時は事業者と保育園等で協議して決定する。 

 

不慮の事態により、紙おむつの納品が出来ないときは、提供紙おむつと同等以上の紙おむつを

納品すること。 

 

（4）紙おむつ等の規格 

紙おむつは、仙北市民が容易に認識し、日本国内において一般的に流通しているメーカーで、

安心できる商品を使用すること。 

また、紙おむつは、利用園児の年齢等に応じて必要なサイズ（Ｓ・Ｍ・Ｌなど）及び、タイプ（テー

プ・パンツ）を取り扱う。 

なお、紙おむつ・おしりふきはすべての園へ同じものを提供することとする。 

 

（５）利用料金の徴収等 

利用料金は 1人当たり月額定額単価とし、包括的な業務委託契約とする。 

 

（６）問合せ対応 

事業者は、当該事業に関する保護者や保育園等からの問合せ等について適切に対応できるよ

う、相談サポート体制を整えることとする。 

 

（７）保育園等及び保護者への周知 

サービスを円滑に運営できるよう、保育園等に対しては、導入前に関係職員への説明会を実施

するとともに、保育園等向けの説明資料やマニュアル等を作成し、配布する。 

 

7 特記事項 

  この事業を受託しようとする者は、以下の条件を満たしていること。 

・法人格を有し、事業を継続的に遂行できる組織体制を有すること。 

・日本国内に本社または事業所を有し、国内での納品・サポート体制を有すること。 

・自治体における公立保育園施設や民間の保育園施設へのおむつのサブスクリプションサービス 

導入実績、またはそれと同等の業務遂行能力を有すること。 

 

8 その他 

（１） 本事業を履行する事業者は、個人情報保護に関する方針を保有し、メール送付の誤送信防止

や契約者名簿等保管など適切な個人情報保護措置を講じることとする。 

 

（２） 本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、又は、本仕様書に定めのない事項が生じ

た場合は、必要に応じて本市と事業者が協議して定めるものとする。 

 

（3） 仙北市外からの入所園児に対し、同一単価で保護者個人契約のサブスクリクションを提供可

能とすること。 

 



 

（4）個人情報を適切に取り扱う体制の整備・運用が必要であるため、プライバシーマークの取得して

いること。 

 

（5）対象保育園児は数及びおむつ数量は、対象保育園児の増減等により変動する。 

 

（６）本事業を履行する事業者は、発注者の指示により、おむつの数量又は、対象保育園児が増減す

ることをあらかじめ承諾するものとする。 

 

（７）支払いは、毎月の利用者人数に基づき行うものとする。 

 

※実施施設一覧 

令和 8年 1月 1日現在 

No. 保育園 名 定員数 所   在   地 電  話 0歳児数 1歳児数 2歳児数 合  計 

1 角館西保育園 30 角館町雲然田中４３７‐２ 0187-53-2522 3 ４ ４ １１ 

2 白岩小百合保育園 30 角館町白岩上西野９３－１ 0187-54-1083 １ ７ ４ １２ 

3 中川保育園 20 角館町川原羽黒堂３２４－１ 0187-53-2404 ８ 0 0 ８ 

4 角館こども園 1７2 角館町中菅沢 91-1 0187-53-2918 1４ 2７ ３２ ７３ 

5 だしのこ園 88 田沢湖生保内字武蔵野１１７－２６３ 0187-43-1025 1０ 1３ 1３ ３６ 

6 神代こども園 65 田沢湖神代字珍重屋敷 89-3 0187-44-2502 ２ 1２ １３ 27 

7 にこにここども園 56 西木町門屋字六本杉２‐１ 0187-47-2525 ４ ９ ５ １８ 

8 ひのきないこども園 23 西木町桧木内字高屋１３７ 0187-48-2345 1 0 0 1 

合 計 43 ７2 71 １８６ 

１）４～6は、社会福祉法人「はなさき仙北」認定こども園が運営する。 

 

２）No.3中川保育園、No.8ひのきないこども園は、令和 8年 4月１日の入園見込みはないが、年

度途中入園の際は再開予定とする。 


